
千葉市監査委員告示第４号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、監査の結果

に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉市長から通知がありましたので、公表し

ます。 

 

  令和４年３月３０日 

 

千葉市監査委員 大 木 正 人 

同       宮 原 清 貴 

同       小松﨑  文  嘉 

同       麻  生  紀  雄 



３千総総第１３００号 

令和４年３月２２日 

 

 千葉市監査委員 大 木  正 人 

 同       宮 原 清 貴 

 同       小松﨑  文 嘉 

 同       麻 生 紀 雄 

 

千葉市長 神 谷 俊 一   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 

 平成１８年度監査報告第１号、令和２年度監査報告第１０号及び令和３年度監査報告第７

号により報告のあった監査の結果に基づき講じた措置について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１９９条第１４項の規定により別紙のとおり通知します。 

 

様 



報告書番号 １８監査報告第１号 

監査の種類 財務定期監査 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

２ 公有財産の管理を適正に行うべきもの 

公有財産規則第１６条によると、公有財

産を不法に占有した者に対して、当該公有

財産を管理する財産管理者は、ただちにそ

の占有を中止させ、その者に対し退去、原

状回復又は損害を賠償させなければなら

ないと規定されている。 

しかしながら、地域安全課所管の土地

（地番：中央区浜野町７１８－１３ 地

積：６１㎡）については、隣接地の所有者

が当該土地に車庫を建築し不法に占有し

ていた。 

公有財産の管理については、規則に基づ

き適正に行われたい。 

 

 

地域安全課所管の土地については、令和３

年１０月７日付けで隣接地の所有者と当該

土地の賃貸借契約を締結し不法占有状態を

解消した。 

 

 


